
大船渡市危険空き家除却工事補助金に関する手続きの流れ
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・補助金の交付決定日以降に工事
　契約、着工してください。
・令和７年２月28日(金)までに
　工事を完了してください。

・工事内容の変更や中止がある場
　合は、変更手続きの要否を速や
　かに市まで相談してください。
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・補助金の交付（口座振込）
　は、請求書の受付後、２～
　３週間程度かかります。

・工事完了後14日以内に提
　出してください。

事前調査申請

（様式１）
①事前調査受付

②書類審査

現地調査
※補助対象となるか

判定します。

結果通知通知結果確認

補助金交付申請

（様式３）

①交付申請受付

②書類審査

交付決定通知交付決定通知書受理

工事請負契約

工事着手

工事完了

代金支払

変更（中止）承認申請

（該当する場合）

完了実績報告書提出

（様式9）
①報告書受付

②書類審査

交付額確定通知交付額確定通知書受理

補助金交付請求書提出

（様式11）
①請求書受付

②補助金交付

（口座振込）

通常は受付から結果
通知まで概ね２週間

受付から結果通知まで

概ね10日

「補助金の交付対象にな

る」との通知を受けてか

ら、②の補助金交付申請を

してください。

・受付期間：

令和６年5月13日(月)～

令和６年12月2７日(金)

適切に管理

対象外
対象

※令和６年度の受付開始

は6月下旬の見込みです。


